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問

施　設　名 開　催　日　時
さやまがおか荘（若狭４‐2478‐４）
☎２９４９-１１９２
◎ＦＡＸはうしぬま荘にしてください。

５月８日～７月24日の毎週火曜日
午前９時30分～11時30分

みかじま荘（三ヶ島３-1440-１）
☎・5２９４７-２２１３

５月８日～７月24日の毎週火曜日
午後１時～３時

うしぬま荘（牛沼54）
☎・5２９９８-４７４５

５月９日～７月25日の毎週水曜日
午前９時30分～11時30分

とめの里（中新井547）
☎・5２９４３-２４９２

５月９日～７月25日の毎週水曜日
午後１時～３時

緑寿荘（緑町３‐16‐７）
☎・5２９２８-８４１５

５月10日～７月26日の毎週木曜日
午前９時30分～11時30分

やなせ荘（南永井625‐６）
☎・5２９４４-６７７３

５月10日～７月26日の毎週木曜日
午後１時～３時

あづま荘（久米2263-１）
☎・5２９２８-１４６６

５月11日～７月27日の毎週金曜日
午前９時30分～11時30分

ところ荘（宮本町１-２-35）
☎・5２９２２-０６８１

５月11日～７月27日の毎週金曜日
午後１時～３時
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◆助成割合の変更

対　象　者 助成割合
改正前 改正後

世帯全員の市区町村民税が非課税
で、サービス利用者が老齢福祉年
金受給者の方

サービス
利用料の
１／２

変更なし

世帯全員の市区町村民税が非課税
で、サービス利用者の課税年金収
入額と合計所得金額の年間合計額
が80万円以下の方

サービス
利用料の
１／２

サービス
利用料の
１／４

世帯全員の市区町村民税が非課税
で、サービス利用者の課税年金収
入額と合計所得金額の年間合計額
が80万円を超える方

サービス
利用料の
１／３

サービス
利用料の
１／４

◆申請期間の変更
改正前 改正後

サービス利用料を支払った領収日
から２年以内

サービス利用月の末日
から６か月以内

◆国民健康保険の各種届け出
届け出が必要なとき 手続きに必要なもの

加
入

所沢市に転入したとき
印鑑

子どもが生まれたとき
勤務先の健康保険からぬけた、ま
たは扶養家族からはずれたとき

印鑑・健康保険資格喪失
証明書等

喪
失

所沢市から転出するとき
印鑑・国民健康保険被保
険者証国民健康保険加入者が死亡し

たとき
勤務先の健康保険に加入した、
または扶養家族となったとき

印鑑・勤務先と国民健康
保険の両方の被保険者証

そ
の
他

市内で住所が変わったとき
印鑑・国民健康保険被保
険者証

世帯に変更があった（世帯が分か
れた、世帯がいっしょになった、
世帯主が変わったなど）とき
退職者医療制度の対象になっ
たとき

印鑑・国民健康保険被保
険者証・年金証書

国民健康保険被保険者証を紛
失したり、汚したりして使え
なくなったとき

印鑑

修学により所沢市から転出する
とき※

印鑑・国民健康保険被保
険者証・在学証明書

届出先
市役所１階国保年金課またはまちづくりセンター
（並木を除く）
※の届け出は、国保年金課のみで受け付けます。

「
認
定
証
」
の
申
請
が
必
要
な
方　
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◆70歳未満の方の自己負担限度額（月額）
対　　象 自己負担限度額

基礎控除後の
総所得金額が
国民健康保険
加入者の合算
で600万円を
超える世帯

150,000円+（10割分の医療費
-500,000円)×１%

一般　 80,100円+（10割分の医療費
-267,000円）×１%

国民健康保険
加入者と世帯
主が住民税非
課税の世帯

35,400円

◆70歳以上の方の自己負担限度額（月額）

対　　象
自己負担限度額

外来診療
（個人単位）

外来＋入院診療
（世帯単位）

医療費の自己
負担の割合が
３割負担の方

44,400円
80,100円+（10割分
の医療費-267,000円）
×１%

一般 12,000円 44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円
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